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第１ 趣旨

本県警察においては、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123

号。以下「障害者雇用促進法」という。）等に基づき、これまで障害者を対象とし

た採用選考の実施や働きやすい職場環境の整備など、障害者の雇用等に関する取組

を推進してきたところである。

この度、障害者雇用推進法の一部改正等を踏まえ、障害者の雇用の促進及びその

職業の安定を図るとともに、障害のある職員がその有する能力を有効に発揮し、よ

り一層活躍できる職場づくりを目指すため、同法第７条の３に規定する「障害者で

ある職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画」として「茨城

県警察障害者活躍推進計画（以下「計画」という。）」を定めるものである。

第２ 計画期間

令和２年４月１日から令和７年３月31日までの５年間とする。

第３ 計画の推進方策

１ 推進体制の整備等

(1) 警察本部に、警務部長を長とする障害者雇用推進委員会を設置し、計画の推

進に当たる。

(2) 障害のある職員の職業生活に関する相談及び指導を担当する障害者職業生活

相談員を選任し、障害のある職員が相談しやすい体制を整備する。

２ 計画の公表

計画を作成し、又は変更したときは、茨城県警察ホームページへの掲載等によ

り適時かつ適切な公表を行う。

３ 計画の周知

計画を作成し、又は変更したときは、通達等の発出、啓発資料の作成・配布等

により職員が知り得るように周知を図る。

４ 計画の実施状況の点検

計画の推進に当たっては、各年度の推進状況を障害者雇用推進委員会が把握し、

その結果を踏まえて、その後の対策の実施、計画の見直しを図る。

５ 計画の取組状況の公表



計画に基づく措置の実施状況について、毎年少なくとも１回、茨城県警察ホー

ムページへの掲載等により公表する。

第４ 目標

障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため、以下の目標を掲げ、計画の

取組を推進する。

１ 採用に関する目標

（各年度）当該年６月１日時点の法定雇用率を着実に達成する。

評価方法については、毎年の任免状況通報により把握・進捗管理する。

※ 任免状況通報とは、障害者雇用促進法第40条第１項に規定する通報をいう。

２ 定着に関する目標

（各年度）不本意な離職者を極力生じさせないようにすることで、定着率の向

上を図る。

評価方法については、毎年の任免状況通報時に、前年度採用者の定着状況を把

握・進捗管理する。

３ 満足度に関する目標

（各年度）職場環境等の改善事項を把握し、着実に対応することで、満足度の

向上を図る。

評価方法については、定期面談等を通じて、仕事や職場環境等に対する満足度、

改善事項等を把握し、優先度の高い改善事項については着実な改善を図る。

第５ 障害のある職員の活躍推進に向けた取組

１ 障害のある職員の活躍を推進する体制整備

障害のある職員の活躍を推進するためには、推進体制を整備し、計画の作成、

取組の推進及び見直しを行うとともに、障害のある職員等が相談できる体制を整

備する必要があることから、以下の取組を実施する。

(1) 推進体制の整備

ア 障害者雇用推進者の選任

障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備

の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務等を担当する障害者



雇用推進者を警務部長とする。

イ 障害者雇用推進委員会の設置

障害者雇用推進者、警務部警務課長、同部会計課長等を構成員とする「障

害者雇用推進委員会」を設置し、計画の作成及び推進を図る。

(2) 相談体制等の構築

ア 障害者職業生活相談員の選任

障害のある職員の職業生活に関する相談及び指導を担当する障害者職業生

活相談員を選任する。

イ 産業医等による相談対応

産業医、保健師等による相談対応により、不安解消を図る。

ウ 外部機関による相談窓口の活用

労働局、公共職業安定所等外部の支援機関の相談窓口を活用する。

(3) 障害に関する理解促進・啓発

全職員に対する意識啓発として、障害者への対応及び障害理解に関する内容

を盛り込んだ啓発資料を配布するなど、障害に関する理解促進を図る。

２ 障害のある職員の活躍の基本となる職務の選定・創出

障害のある職員が安定して働き続けるためには、障害のある職員一人一人の特

性、能力等を把握し、可能な限り本人の希望も踏まえた上で、本人に合った業務

の割り振り、職場の配置等を行う必要があることから、以下の取組を実施する。

(1) 業務の点検

新規採用時、異動時その他定期的に面談を行い、障害のある職員と業務の適

切なマッチングができているかの点検を行い、必要に応じて検討する。

(2) 職務の選定及び創出

現に勤務する障害のある職員及び今後採用する障害者の能力及び希望も踏ま

え、年に１回以上、職務の選定（既存業務の切出し等）及び創出（複数の作業

の組み合わせによる新規業務の創出等）について検討を行う。

３ 障害のある職員の活躍を推進するための環境整備・人事管理

障害のある職員一人一人が、その障害特性や個性に応じて能力を有効に発揮す

るためには、障害のある職員が働きやすい職場環境の整備や、ワークライフバラ

ンスの推進等を図る必要があることから、以下の取組を実施する。



(1) 職場環境の整備

ア 障害のある職員からの要望等を踏まえ、多目的トイレや休憩室を設置する

など、障害に配慮した職場環境の整備を検討する。

イ 障害のある職員からの要望等を踏まえ、就労支援機器（音声読み上げソフ

ト、筆談支援機器等）の購入、作業マニュアルの作成、作業手順の簡素化等

を検討する。

ウ 新規に採用した障害のある職員については、定期的に面談により必要な配

慮等を把握し、継続的に必要な措置を講ずる。

エ 障害のある職員の人事異動に当たっては、現所属から新所属に対し、障害

への配慮事項や職務の適性等について引継ぎを行う。また、異動前の事務引

継等において、異動先の上司等と面談し、必要な配慮等について話し合うこ

とで相互の理解を深めるとともに、異動後の不安解消を図る。

(2) 募集・採用の促進

ア 採用選考に当たっては、障害特性に配慮した選考方法等に努める。

イ 警察職員として働く具体的なイメージを持つことができるよう、業務説明

等の機会を設けるほか、合格者に対する意向調査を実施するなど、障害のあ

る職員一人一人の障害特性や能力、希望等を踏まえ、適した業務等を確認す

る。

ウ 採用後も、所属の上司による面談等を通じて、障害のある職員一人一人の

障害特性や能力、希望等を把握し、業務との適切なマッチングを推進する。

エ 募集・採用に当たっては、以下の取扱いを行わない。

(ｱ) 特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定する。

(ｲ) 自力で通勤できることといった条件を設定する。

(ｳ) 介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。

(ｴ) 「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられるこ

と」といった条件を設定する。

(ｵ) 特定の就労支援機関からのみの受入れを実施する。

(3) ワークライフバランスの推進

ア 障害のある職員のワークライフバランスの実現を図るため、適切な業務運

営の確保に配意しつつ、早出遅出勤務制度、サテライト勤務等の利用を促進



する。

イ 時間単位の年次休暇、特別休暇等の各種休暇の利用を促進する。

(4) キャリア形成に向けた取組

障害のある職員の希望等も踏まえつつ、実務研修等を通じて、実務能力及び

専門性の向上を図る。また、研修の受講に当たっては、必要な配慮を検討する。

(5) その他の人事管理等

ア 定期的な面談の設定及び必要に応じて随時面談を実施し、状況把握・体調

配慮を行う（必要に応じて職場で支援に当たる者等にも実施する。）。

イ 中途障害者（在職中に疾病・事故等により障害者となった者をいう。）に

ついて、円滑な職場復帰のために必要な職務選定、職場環境の整備等や通院

への配慮、働き方、キャリア形成等の取組を行う。

ウ 障害のある職員が希望する場合には、「就労パスポート」の活用等により、

障害特性等についての情報を関係者間で共有し、適切な支援及び配慮を講ず

る。

４ 障害者就労施設等からの物品等の調達の推進

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平成

24年法律第50号）に基づく障害者就労施設等への発注等を通じて、障害者の活躍

の場の拡大を推進する。


